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寝たき り の者のおむつ代

【 照会要旨】

 病気で寝たき り の者のおむつ代は、 医療費控除の対象になり ますか。

【 回答要旨】

 「 おむつ使用証明書」 によ り 、 医師による 治療を 受けるため直接必要な費用であるこ と が明ら かにさ れたも のについては、 医療

費控除の対象と なり ます。

 傷病によ り おおむね6か月以上にわたり 寝たき り であり 、 医師の治療を受けている 者のおむつ代は、 医師によ る治療を受けるため

直接必要な費用と し て、 医療費控除の対象と なり ます(昭62直所3-12「 おむつに係る 費用の医療費控除の取扱いについて」 、 平14

課個2-11「 おむつに係る費用の医療費控除の取扱い（ 「 おむつ使用証明書」 に代えた簡易な証明手続等） について」 )。  

 おむつ代について医療費控除を受ける ためには、 確定申告書に医療費控除の明細書を 添付し 、 また、 その者の治療を行っ ている

医師が発行し た「 おむつ使用証明書」 を確定申告書に添付するか、 確定申告書を 提出する 際に提示する こ と が必要です。

(注)

 1  「 おむつ使用証明書」 は、 現に治療を 行っ ている 医療機関が作成し て交付するこ と と さ れており 、 その旨及び当該証明書の様

式については、 厚生労働省から 、 日本医師会⻑ 、 日本病院会⻑ 、 全日本病院協会⻑ 、 日本医療法人協会⻑ 、 日本精神病院協会

⻑ 、 各指定都市民生主管部(局)⻑ ・ 衛生主管部(局)⻑ 、 各都道府県民生主管部(局)⻑ ・ 衛生主管部(局)⻑ あてに通知さ れていま

す。

 2  おむつ代について医療費控除を 受ける のが2年目以降である 場合、 「 おむつ使用証明書」 に代えて、 介護保険法の規定に基づ

く 主治医意見書の内容を市町村が確認し た書類又はその主治医意見書の写し の添付又は提示でも 差し 支えあり ません。  

 なお、 主治医意見書については、 おむつを使用し たその年に限ら ず前年又は前々年(現に受けている 要介護認定の有効期間が13

ヶ 月以上であり 、 おむつを 使用し たその年に主治医意見書が発行さ れていない場合に限り ます。 )に作成さ れたも のであっ ても 、

おむつ使用証明書の代わり と し て取り 扱う こ と ができ ます。

※ 平成29年度改正によ り 、 医療費控除の適用を受ける 者は、 医療費の領収書の添付又は提示に代えて、 医療費控除の明細書又は

医療保険者等の医療通知書を 確定申告書に添付し なければなら ないこ と と さ れまし た。 また、 こ の場合において、 税務署⻑ は、 そ

の適用を 受ける 者に対し 、 確定申告期限等から 5年間、 医療費控除の明細書等に係る医療費の領収書の提示又は提出を 求める こ と が

でき 、 その求めがあっ たと き は、 その適用を 受ける者は、 医療費の領収書の提示又は提出をし なければなら ないこ と と さ れまし

た。  

 なお、 こ の改正は、 平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する 場合について適用さ れ、 平成29年分から 令

和元年分までの確定申告については、 改正前と 同様、 医療費の領収書の添付又は提示によ る医療費控除の適用も でき るこ と と さ れ

ています。  

 また、 平成29年分以後の確定申告書を平成30年１ 月１ 日以後に提出する場合、 確定申告書に添付又は提示が必要な「 おむつ使用

証明書」 等についても 、 ①証明年月日、 ②証明の名称及び③証明者の名称（ 医療機関名等） を 医療費控除の明細書の欄外余白など
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に記載する こ と により 、 確定申告書への添付又は提示を省略し て差し 支えあり ません。  

 なお、 こ の場合、 添付又は提示を省略し た「 おむつ使用証明書」 等は、 医療費の領収書と と も に確定申告期限等から ５ 年間保存

し なければなり ません。

【 関係法令通達】

 所得税法第120条第4項、 第5項、 平成29年法律第4号附則第7条、 昭62直所3-12「 おむつに係る費用の医療費控除の取扱いにつ

いて」 、 平14課個2-11「 おむつに係る 費用の医療費控除の取扱い（ 「 おむつ使用証明書」 に代えた簡易な証明手続等） について」

注記 

 令和3 年8 月1 日現在の法令・ 通達等に基づいて作成し ています。  

 こ の質疑事例は、 照会に係る 事実関係を 前提と し た一般的な回答であり 、 必ずし も 事案の内容の全部を表現し たも のではあり ま

せんから 、 納税者の方々が行う 具体的な取引等に適用する場合においては、 こ の回答内容と 異なる課税関係が生ずる こ と がある こ

と にご注意く ださ い。
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